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ネットゼロに向けたコミットメント – 負債を認識するタイミングと
つながりのあるストーリーの伝え方

何が問題か? どのような影響があるか?
財務諸表の利用者、規制当局を含む多くの人々は、
企業のネットゼロに向けたコミットメントに注目し
ています。
利害関係者は、企業が財務諸表を含むさまざまな
フォーラムやレポートでネットゼロに向けたつなが
りのあるストーリーを伝えているかどうかに注目し
ています。
IFRS解釈委員会は最近、特定の事実パターンに基づ
いてこれらの問題のいくつかを議論し、アジェンダ
決定を公表しました。 

ネットゼロに向けたコミットメントを公表した企業
は、以下に留意する必要があります。
• ネ ッ ト ゼ ロ に 向 け た ア ク シ ョ ン プ ラ ン の レ

ビュー
• ネットゼロ に 向 け た コミットメントの財務報告

への影響を理解。これ ら は多くの場合、 そ の サ
ポートアクションプランの詳細に依存する

• つ な がり のあ るストーリーを伝え、計画された
アクションのそれぞれが報告日において負債を
生じさせるか否かの説明

• 基準設定の動向をモニタリング

このガイドが、上記の分析、また経営者によるつな
がりのあるストーリーの伝達の一助となれば幸いで
す。

次のステップは?

* このトークブックでは、ネットゼロや同様の気候関連に向けたコミットメントを「ネットゼロに向けたコミットメント」と呼んでいます。

多くの企業が自主的に「ネットゼロ」や同様の
気候関連のコミットメント*を公表しています。
このようなコミットメントがIFRS®会計基準にお
ける財務報告にどのような影響を与えるのか、
特に負債を生じさせる場合について疑問が生じ
ています。
IFRS会計基準では、ネットゼロ に 向 け た タ ー
ゲ ッ ト を設定し 、 公表すること自体は、たとえ
公表が妥当な期待を高め、推定的 義 務 をもたら
したとしても、負債を生じさせるわけではあり
ません。
企業は、この目標を達成するための計画を検討 し 、
計画された各アクションが財務報告におよぼす
影響を評価する必要があります。

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2024/ifric-update-march-2024/


負債を認識する
タイミング
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負債をいつ認識するか
ネットゼロに向けたコミットメントに関連する負債を認識するためには、2つのテストを満たす必要があります。

推定的義務 認識要件 負債

推定的義務はあるか? 負債の認識要件は満たされている
か？ 

両方のテストが満たされた場合に
のみ負債を認識する。

テスト1 テスト2
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企業は気候関連のコミットメントを
公表しているか?

いいえ

はい

公表された声明は妥当な期待を生じさせているか?

下記の要素を検討する

はい

いいえ

推定的義務がある
テスト2に進む

負債、偶発負債は
生じていない

テスト1 – 推定的義務があるか？

各報告日において、企業はネットゼロに向けたコミットメントに
関して公表されている声明が推定的義務を生じさせるのに十分具
体的であるかどうかを検討します。 

この評価には、特定の事実と状況に基づく判断が必要です。公表
されている声明が自動的に妥当な期待を生じさせるわけではあり
ません。 

当法人の見解では、企業は5つの要素を考慮して、公表されてい
る声明が妥当な期待を生じさせるかどうかを判断します（右記の
図を参照）。

推定的義務がある場合、企業はIAS第37号「引当金、偶発負債及
び偶発資産」に基づく負債の認識要件が満たされているかどうか
を評価します。これがテスト2です。

推定的義務がない場合、企業は負債を認識しません。
声明の性質 伝達方法 計画の具体性

と位置づけ

コミットメントを
履行するための

アクションの時期
進捗状況に関する公表

されている証拠

推定的義務は、自動的に財務諸表上の負債とはなりま
せん。企業は、過去の事象の結果として現在の義務が
あるかどうか、および負債を認識するための他の要件
が満たされているかどうかを判断する必要があります。
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妥当な期待 – 考慮すべき要素は何か？

公表の性質
声明は、企業が実行する予定のアクションに関す
るものか、それとも「野心」の表明か？

公表された
声明は

妥当な期待を
生じさせるか?

伝達の方法
ステークホルダーへの正式に承認された伝
達か、それとも非公式的な声明か？

計画の具体性と位置づけ
声明は、正式に承認された特定のアクションを含
む計画によって、サポートされているか？

コミットメントを履行する
ためのアクションの
タイミング
短期、中期、または長期のアクション計画
か？

進捗に関する公表されている証拠
マイルストーンの達成状況を定期的に伝達している
か?

当法人の見解では、企業は5つの要素を考慮して、公表された声明が妥当な期待を生じさせるかどうかを判断します。

この評価では、特定の事実と状況に基づいた判断が必
要になります。公表された声明が自動的に妥当な期待
を生じさせるわけではありません。状況は常に変化す
る可能性があるため、その評価は各報告日に実施する
必要があります。
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テスト2 – 負債を認識するための要件は満たされているか？

推定的義務を有する企業は、以下の要件がすべて満たされた
場合にのみ負債を認識します。
• 過去の事象（すなわち「損害の発生」）の結果として現在

の義務を有している。
• それを決済するために現金またはその他の資源の流出が必

要となる可能性が（必要とならない可能性よりも）高い。
• 企業は関連する金額を信頼性をもって見積もることができ

る。

IFRS解釈指針委員会は、気候関連のコミットメントに関
する会計処理、特に企業の温室効果ガス（GHG）排出量
を削減または相殺するというコミットメントが、特定の
事実パターンにおいて負債となるのかどうかの検討につ
いて議論しました。

国際会計基準審議会（IASB）も負債に関するガイダンス
をレビューしており、IAS第37号をネットゼロに向けた
コミットメントに適用する場合の新しい設例の追加を検
討する可能性があります。

公表された声明は、下記のいずれに関連しているか？

負債、偶発負債
は生じていない

資源の流出の可能性
が高いか？

負債を認識する

はい

いいえ

過過去去のの事象かか？

現在の義務

将来の事象か？

現在の義務ではない

金額は信頼性をもって
測定できるか？

はい

偶発負債を開示する

いいえ



つながりのある
ストーリーの伝え方
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つながりのあるストーリーを伝えるには？

投 資 者 と 規 制 当 局 は 、 企 業 の 財 務 諸 表 、 経 営 者 に よ る 財 政 状 態 ・ 経 営 成 績 の 分 析
（MD&A）、およびサステナビリティ関連の開示が一体的で、つながりのある統合された
全体像を提供することを期待しています。 これを達成するために、企業は、財務報告にお
けるネットゼロに向けたコミットメントの影響に関する開示を強化する必要があります。

• 財務諸表における特定の開示: 企業は、ネットゼロ計画における個々のアクションの財
務報告への影響を評価した後、特定のIFRS会計基準によって要求される開示を検討する
必要があります。 場合によっては、当期の財務諸表への影響がなくても開示が要求され
ることがあります。

• 財務諸表における包括的な開示: 企業は、IAS第1号「財務諸表の表示」における要求事
項についても検討する必要があります。これには、投資者が企業の財政状態と財務業績
に対するネットゼロに向けたコミットメントの影響を理解するために必要な追加情報、
および投資者の意思決定に影響を与える可能性のある情報の開示が含まれます。

• 財務諸表外におけるその他の開示: 計画されたアクションが、報告日現在の企業の財政
状態と財務業績に影響を与えず、特定のまたは包括的開示の対象にもならない場合（例: 
炭素クレジットの購入によって2030年以降の排出量を相殺するコミットメント）、企業
は財務諸表外におけるネットゼロ関連の開示の一部として「財務報告への影響はない」
と説明することも考えられます。サステナビリティ報告の枠組みによっては、「（財務
報告への）影響なし」と開示することが明確に求められている場合があります。 どのような開示を

提供する
必要があるか?

各アクションの
財務報告への影響は? 

計画されている
アクションは何か?

ネットゼロ計画（特定のアクションとスケジュールを含む）は
時間の経過とともに変化する可能性があるため、財務報告への
影響の評価は、各報告日において実施する必要があります。
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事実パターン
M社は、パッケージメーカーです。2024年3月14日、M社は年次株主総会とウェ
ブサイトで、以下をコミットするという声明を公表しました。

• 2030年までに、将来のスコープ1および2の年間排出量（「GHGプロトコル
事業者排出量算定報告基準」に基づいて決定）を2023年の水準の75%削減
する

• 2030年以降に発生する残余排出量の相殺として使用する炭素クレジットを
購入する

この声明を裏付けるために、以下を含む移行計画を公表しています。

• スコープ3排出量の削減にも貢献しながら、スコープ1と2の排出目標を達成
するために計画しているステップ（図参照）

• 計画をサポートするためにこれまでにとったアクション
• その進捗状況を毎年ウェブサイトで報告する計画

つながりのあるストーリーを伝える – 設例

01 2026年までにフォークリフトを
電動モデルに交換する

02 完全にリサイクル可能な梱包材を
使用する

03 2026年までに梱包機械を交換し
「適切なサイズ」の梱包を可能にする

04 車両の代替燃料を評価、ソーラーパネルを
設置して再生可能エネルギーの使用を増やす

05 2030年以降の残余排出量を相殺するために
炭素クレジットを購入する

移行計画–アクション例*

企業は、アニュアルレポートの前段やサステナビリティレポー
トなどのさまざまなチャネルを通じて、ネットゼロ計画や同様
の計画に関する情報を提供します。

このトークブックでは、サステナビリティレポートでの炭素ク
レジットに関する開示を除き、財務報告への影響と財務諸表で
の開示に焦点を当てています。

*この例では、説明のためにいくつかのアクションを選択しています。
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2026年までにフォークリフトを電動モデルに交換する
財務報告上の考慮事項
• 既存のフォークリフトの予想使用量の変更： 耐用年数と

残存価額に関する従前の見積りが引き続き適切であるかど
うかを検討します。変更がある場合は、その日付（つまり、
企業がフォークリフトの交換を決定した時点（公表した時
点ではない））から将来に向かって会計処理します。

• 既存のフォークリフトの処分 ：  資産の認識を中止し、売
却損益を処分日において損益計算書に認識します。

• 電動フォークリフトの取得： 資産を貸借対照表で認識し
ます。資産の耐用年数と残存価額を見積り、その期間の減
価償却費を決定します。 有形固定資産の取得に関する契
約上のコミットメントを開示します。

この例では、フォークリフトを電動モデルに交換するアク
ションは、2024年12月31日時点および声明の公表日時点では
負債を生じさせません。

移行計画が減損テストに与える影響を検討します。
IAS第36号「資産の減損」には、キャッシュ・フ
ローの見積りの源泉に関する特定の要件が含まれ
ています。例えば、使用価値は経営者によって承
認された最新の予算および予測に基づく必要があ
り、資産のパフォーマンスの改善または向上によ
るキャッシュ・フローは含まれません。

01

有形固定資産
B. 見積りの変更
2024年に、当社は使用するフォークリフトの半分を電動モデルに交換しました。残りは2025年に交換する予
定です。従前、これらのフォークリフトはさらに5年間使用されると見積もっていました。その結果、見積
耐用年数は減少し、見積残存価額は増加しました。その結果、減価償却費は、2024年に120千ユーロ、2025
年に50千ユーロ増加しました。電動フォークリフトの耐用年数は従来のフォークリフトより長くなり、見積
残存価額は減少しました。 

収益と費用

A. その他収益

千ユーロ (注) 2024 2023

有形固定資産売却益 X

2024年12月31日現在の財務諸表に関する注記

IAS第8.39号
第16.76号

IAS第1.97号

IAS第1.98号 
(c)

コミットメント

2024年に、当社はGHG排出量削減のコミットメントをサポートするため、電動フォークリフトの購入契約
を締結しました。当社は、2025年に55万ユーロの設備投資を実施することをコミットしています。

IAS第16.74号 
(c)

01. 2026年までにフォークリフトを
電動モデルに交換する

02. 完全リサイクル可能な
包装を使用

03. 2026年までに包装機械の交換 04. 代替燃料の評価と再生可能エネルギー
の使用

05. 2030年以降の排出量を相殺する
炭素クレジットの購入 
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完全にリサイクル可能な梱包材を使用する
財務報告に関する考慮事項
• 新しい梱包材：  取得原価で在庫として認識し、正味実現

可能価額への影響を考慮します。
• 既存の梱包材： 新しい供給契約が正味実現可能価額に与

える影響を考慮します。
• 完成品の原価： 新しい供給契約が正味実現可能価額に与

える影響を考慮します。

この例では、完全にリサイクル可能な梱包材を使用するために
計画されたアクションは、2024年12月31日時点および声明の
公表日時点では負債を生じさせません。

IAS第2号「棚卸資産」は、棚卸資産の評価減の金
額の開示を要求していますが、評価減のトリガー
については言及していません。

ただし、この情報は、投資者がネットゼロに向け
たコミットメントが企業の財政状態および財務業
績に与える影響を理解するのに役立つ場合があり
ます（設例を参照）。

02

棚卸資産

千ユーロ 注 2024 2023

原材料及び消耗品 X

X完成品

棚卸資産 X

2024年12月31日現在の財務諸表に関する注記

2024年 に 、当社は梱包材をリサイクル可能なものに変更したため、棚卸資産の 取 得 原価が増加しました。
その結果、棚卸資産を正味実現可能価額まで10 千 ユーロ （ 2023: なし ） 評 価 減 しました。この評価減は
2024年に費用として認識されました。評価減した金額は「売上原価」に含まれています。

IAS 1.78 (c)、
2.36 (b)

IAS 1.78 (c)、
2.36 (b)

IAS 2.36 (e)、
1.17 (c)

01. 2026年までにフォークリフトを
電動モデルに交換する

02. 完全リサイクル可能な
包装を使用

05. 2030年以降の排出量を相殺する
炭素クレジットの購入

04. 代替燃料の評価と再生可能エネルギー
の使用

03. 2026年までに包装機械の交換
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2026年までに包装機械を交換する
財務報告に関する考慮事項
• 既存の包装機械： 耐用年数と残存価額の従前の見積りが引

き続き適切であるかどうかを検討します。変更がある場合
は、その変更日（つまり、企業が機械の交換を決定した時
点（公表した時点ではない））から将来に向かって会計処
理します。

• 新しい包装機械： 有形固定資産を取得する契約上のコミッ
トメントを開示します。

この例では、包装機械を交換するために計画された ア ク シ ョ
ンは、2024年12月31日時点および声明の公表日時点では負債
を生じさせません。

03

有形固定資産
B. 見積りの変更
2024年に、当社は2025年において新包装機械を購入する契約を締結しました。既存の包装機械は、従前は
さらに2年間使用する予定でしたが、現在はさらに半年間のみ使用する予定です。その結果、見積り耐用年
数は減少し、残存価額は増加しました。その結果、減価償却費は、2024年に120千ユーロ、2025年に50千
ユーロ増加しました。

2024年12月31日現在の財務諸表に関する注記

コミットメント

2024年に、当社はGHG排出量削減へのコミットメントをサポートするため、より少ない包装材料を使用す
る包装機械を購入する契約を締結しました。当社は、2025年に1,250千ユーロの設備投資を行うことをコ
ミットしています。

移行計画が減損テストに与える影響を検討してく
ださい。IAS 36には、キャッシュフローの見積り
源に関する特定の要件が含まれています。例えば、
使用価値は経営者によって承認された最新の予算
および予測に基づき、資産のパフォーマンスの改
善または向上によるキャッシュフローは含まれま
せん。

IAS 8.39、
16.76

IAS 16.74 (c)

03. 2026年までに包装機械の交換 05. 2030年以降の排出量を相殺する
炭素クレジットの購入

04. 代替燃料の評価と再生可能エネルギー
の使用

02. 完全リサイクル可能な
包装を使用

01. 2026年までにフォークリフトを
電動モデルに交換する
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代替燃料の評価と再生可能エネルギーの利用
財務報告上の考慮事項
• 車両の代替燃料：  2024年12月31日現在、財務報告への影

響はありません。企業が車両の燃料を変更することを決定
した場合、その情報は投資者にとって目的適合性がある可
能性があります。 

• 新しいソーラーパネル：
• 資産を財政状態計算書に認識します。資産の耐用年数

と残存価額を見積り、その期間の減価償却費を算定し
ます。

• リースしている敷地の原状回復に係る引当金への影響
を考慮します。引当金の増加を対応する使用権資産と
して資産化します。

この例では、代替燃料を評価し、再生可能エネルギーを使用
するために計画されたアクションは、2024年12月31日および
声明の公表日時点では負債を生じさせません。

04

有形固定資産

2024年12月31日現在の財務諸表に関する注記

A. 帳簿価額の調整

千ユーロ 注記 土地及び
建物

工場及び
設備

器具及び
備品

建設
仮勘定

合計額

コスト

2024年1月1日残高 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X取得額

2024年12月31日残高 X X X X X

引当金
C. 原状回復
i. 梱包施設
2024年に、リース契約で賃借している梱包施設に当期中に設置したソーラーパネルの撤去に必要な15千ユー
ロを引当金として計上し、5千ユーロの割引の振り戻しを、当社の原状回復義務に関して認識しました。

製造施設のリース期間後もソーラーパネルが使用
され続けるかどうかを検討します。施設がリース
されている間のみソーラーパネルが使用される場
合、その耐用年数は一般的には関連施設のリース
期間に限定されます。

IAS 16.73 (d)

IAS 16.73 (d)

IAS 16.73 (e) 
(i)

IAS第37.85号 
(a)

04. 代替燃料の検討と再生可能エネルギー
の使用

05. 2030年以降の排出量を相殺する
炭素クレジットの購入 

03. 2026年までに包装機械の交換02. 完全リサイクル可能な
包装を使用

01. 2026年までにフォークリフトを
電動モデルに交換する
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2030年以降の排出を相殺するための炭素クレジットの購入05
財務報告上の考慮事項
企業は、これまでの実績と最新の予測に基づき、排出削減目標を達
成し、残余排出量をこれ以上削減できないと予想している。その結
果、企業は2030年からのスコープ1および2の排出を相殺するために
炭素クレジットを購入する計画です。

企業は、2030年以降にスコープ1および2の排出を行うまでは、炭素
クレジットを購入して相殺する現在の義務を有していません。

企業は現在の義務を有しておらず、2024年に負債を認識 し ま せ ん 。

企業は、減損テストのためのキャッシュフロー見積りにおいて、
2030年からの炭素クレジットの購入計画も考慮しています。

推定的義務が発生したとしても、それが自動的に財務
諸表における負債となるわけではありません。企業は、
過去の事象の結果として現在の義務を有しているかど
うか、および負債を認識するための他の要件が満たさ
れているかどうかを判断する必要があります。

サステナビリティレポート2024*

炭素削減のコミットメントと移行計画

環境スチュワードシップと持続可能な事業慣行に対するコミットメントの一環として、当社は炭素排
出量を削減するためのアクションを積極的に統合しています。当社の目標は、2023年を基準年として、
2030年までにスコープ1 （直接）とスコープ2（間接）のGHG排出量を75%削減することです。さらに、
当社は、回避または削減できない2030年以降のスコープ1および2の残余排出量（2023年ベースライン
の25%と予想される）を相殺するために、質の高い炭素クレジットを購入することにコミットしてい
ます。
...

2030年から炭素クレジットを購入して相殺するという当社のコミットメントは、将来の排出量が発生
した場合に、IAS 37の下で潜在的な負債を生じさせる可能性もあります。当社の年次財務諸表では、
2024年12月31日現在、現在の義務は有していないため、これらの炭素クレジットに対する負債は認識
していません。
...

当社の移行計画は、2024年12月31日に終了した事業年度の財務諸表の注記X、XXおよびXXで説明さ
れているように、財務諸表における他の項目にも影響を与えます。

*この開示は、特定のサステナビリティ報告の枠組みにおける要求事項を適用するための開示例を提供
することを意図したものではありません。

05. 2030年以降の排出量を相殺するための
炭素クレジットの購入 

04. 代替燃料の評価と再生可能エネルギー
の使用

03. 2026年までに包装機械の交換02. 完全リサイクル可能な
包装を使用

01. 2026年までにフォークリフトを
電動モデルに交換する
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付録–2 テストアプローチの概要

企業は気候関連のコミットメントについて公表しているか？

公表されている声明は下記のいずれに関連しているか？

負債、偶発負債は生じていない

はい

資源の流出の可能性があるか。

負債を認識する

はい

いいえ

公表された声明は妥当な期待を生じさせたか？

はい

いいえ

過去の事象か？

現在の義務

将来の事象か？

現在の義務なし

金額を信頼性をもって測定できるか?

はい

偶発負債を開示する

いいえ

いいえ

テスト1
推定的義務

テスト2
認識要件
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